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　　令和6年5月～令和7年3月
　　　　　　　入所希望の場合

保育の必要性の高い方から選考します。

（抽選や先着順ではありません。）

丸亀市ホームページ・幼保運営課窓口で公表します。

※2・3月入所希望の場合は令和7年1月中旬に公表。

内定しなかった方は、引続き

選考の対象となります。

申込みの取下げや内容変更

（希望施設の変更等）の手続

きをされる方は、24ページに

記載の受付場所までお願いし

ます。

※手続きの締切日は丸亀市入

所（園）希望月の前々月末日

（前々月末日が土・日曜、祝

日の場合その直前の平日）が

締切。

入所（園）希望月の前々月末日（前々月末日が

土・日曜、祝日の場合その直前の平日）が締切。

※2・3月入所希望の場合は令和6年12月末日が締切。


